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鹿児島県告示第503号

令和４年４月１日鹿児島県告示第337号（以下「告示第337号」という。）で告示した保安林の

指定施業要件の変更予定に係る通知の相手方の所在が不分明であるので，森林法（昭和26年法

律第249号）第189条の規定により，その通知の内容を南九州市役所に掲示するとともに，その

要旨を告示する。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 所在が不分明な者の氏名

岩崎八次郎，西村伊助

２ 通知の要旨

 指定施業要件の変更予定保安林の所在場所

南九州市頴娃町郡字中園原10725番７
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 変更後の指定施業要件

告示第337号の変更後の指定施業要件のとおり

鹿児島県告示第504号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定により，次の病院

を救急病院として認定した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 病院の名称及び所在地

病 院 の 名 称 所 在 地

三船病院 鹿児島市吉野町10004番地１

２ 認定の有効期限

令和７年５月22日

鹿児島県告示第505号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定により，身体障害者手帳の

交付申請に要する診断書を作成する医師を次のとおり指定した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

従事する病院又は診療所 担当する診療科 指定年月
医師の氏名

名 称 所 在 地 目 日

老木 美帆 医療法人徳洲会屋久 熊毛郡屋久島町宮之 小児科 令和４年

島徳洲会病院 浦2467番地 ６月１日

和田 峰光 龍美クリニック 大島郡与論町大字麦 眼科 令和４年

屋字風花1305－５ ６月１日

太原 鉄平 出水総合医療センタ 出水市明神町520 小児科 令和４年

ー ６月１日

鹿児島県告示第506号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

地域の薬局荒田八幡さくらホ 鹿児島市荒田三丁目16番地３ 令和４年 精神通院医療

ス 号 ６月１日

ドラッグセイムス上荒田薬局 鹿児島市上荒田町32番10号 令和４年 精神通院医療

６月１日

谷山中央薬局 鹿児島市谷山中央三丁目4642 令和４年 精神通院医療

番地 ６月１日

地域のそよかぜ薬局Ａ 阿久根市赤瀬川2210 令和４年 精神通院医療

６月１日

地域のそよかぜ薬局Ｃ 霧島市隼人町真考3677 令和４年 精神通院医療

６月１日

鹿児島県告示第507号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

令和４年６月10日
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鹿児島県知事 塩田康一

病 院 又 は 診 療 所 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

ひらやま脳神経外科 鹿児島市上荒田町26番19号－ 令和４年 精神通院医療

２Ｆ ６月１日

特別養護老人ホームフラワー 霧島市溝辺町麓六丁目４番地 令和４年 精神通院医療

ホーム診療所 ６月１日

鹿児島県告示第508号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

薬 局 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

日本調剤下竜尾薬局 鹿児島市下竜尾町１番１号 令和４年 精神通院医療

６月１日

天保山調剤薬局 鹿児島市天保山町21番16号 令和４年 精神通院医療

６月１日

ゾウさんのはな通り薬局 鹿児島市西田二丁目22番５号 令和４年 精神通院医療

６月１日

おとわ調剤薬局 鹿児島市小松原一丁目37番７ 令和４年 精神通院医療

号 ６月１日

ミネサキ調剤薬局寿店 鹿屋市寿五丁目26番１号 令和４年 精神通院医療

６月１日

鹿児島県告示第509号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

指定訪問看護事業者，指定居

宅サービス事業者又は指定介 事 業 所
更新年月 自立支援医療

護予防サービス事業者
日 の種類

主たる事務所
名 称 名 称 所 在 地

の所在地

医療法人クオ 薩摩郡さつま 訪問看護・リ 薩摩郡さつま 令和４年 精神通院医療

ラ 町船木2311－ ハクオラＵ 町船木2311－ ６月１日

６ ６

株式会社Ｈｉ 熊毛郡屋久島 訪問看護ステ 熊毛郡屋久島 令和４年 精神通院医療

ｂａｒｉ－Ｉ 町尾之間913 ーション雲雀 町安房1796－ ６月１日

ｍｅｄｉｃ 番地１号 14－107

ホームナース 奄美市名瀬仲 訪問看護ステ 奄美市名瀬有 令和４年 精神通院医療

ほほえみ合同 勝630番地５ ーションほほ 屋町29番地31 ６月１日

会社 号 えみ ２階

鹿児島県告示第510号

理容師法（昭和22年法律第234号）第11条の４第２項の規定により管理理容師資格認定講習

会を，美容師法（昭和32年法律第163号）第12条の３第２項の規定により管理美容師資格認定

講習会を次のとおり指定した。
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令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 主催者

公益財団法人理容師美容師試験研修センター

東京都江東区有明三丁目７番26号有明フロンティアビルＢ棟９階

２ 講習日程

令和４年10月31日（月），同年11月７日（月）及び同月14日（月）

３ 講習会場

鹿児島県市町村自治会館

鹿児島市鴨池新町７番４号

４ 講習科目及び講習時間数

 管理理容師資格認定講習会

公衆衛生 ４時間

理容所の衛生管理 14時間

 管理美容師資格認定講習会

公衆衛生 ４時間

美容所の衛生管理 14時間

５ 受講料

16,000円

６ 受講申込先

公益財団法人理容師美容師試験研修センター九州ブロック事務所

福岡市博多区千代一丁目２番４号福岡生活衛生食品会館３階

電話番号 092－632－4501

鹿児島県告示第511号

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により，指定居宅サービス事業者から次

のとおり廃止の届出があった。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 所 指定居宅サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

デイサービスセ 伊佐市大口山野 中村産業有限会 伊佐市大口山野 中村 賢二 平成28年 通 所 介 護

ンターりこてい 1921番地１ 社 1920番地 11月30日

訪問看護ステー 日置市伊集院町 株式会社友助会 日置市吹上町花 大知 佑介 令 和 ４ 年 訪 問 看 護

ションラポル 徳重三丁目３－ 熟里225大福第 ３月31日

15－１ ６ビル１階

介護付有料老人 霧島市霧島田口 社会福祉法人恵 宮崎県都城市太 坂元 一久 令 和 ４ 年 特 定 施 設

ホームサンライ 577番地１ 愛会 郎坊町563番地 ３月31日 入 居 者 生

ズ霧島 １ 活 介 護

鹿児島県告示第512号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により，次のとおり指定居宅

サービス事業者として指定した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

訪問看護ステー 摩川内市隈之 合同会社リライ 摩川内市永利 山下 竜介 令 和 ４ 年 訪 問 看 護
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ションワンオー 城町308番地３ ブルナーシング 町4134番地176 ４ 月 １ 日

ル

光秀訪問看護リ 大島郡伊仙町犬 株式会社ＩＦＣ 大島郡伊仙町犬 原 光広 令 和 ４ 年 訪 問 看 護

ハビリステーシ 田布405番地２ Ｌａｂｏ 田布405番地２ ４ 月 １ 日

ョン

障害者支援施設 鹿 屋 市 海 道 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 通 所 介 護

和光学園 156番地 光会 729番地６ ４ 月 １ 日

障害者支援施設 鹿 屋 市 飯 隈 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 通 所 介 護

フレンドリーホ 3368番地１ 光会 729番地６ ４ 月 １ 日

ームいいぐま

障害者支援施設 鹿 屋 市 有 武 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 通 所 介 護

桜町学園 855番地３ 光会 729番地６ ４ 月 １ 日

障害者支援施設 鹿 屋 市 海 道 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 短 期 入 所

和光学園 156番地 光会 729番地６ ４ 月 １ 日 生 活 介 護

障害者支援施設 鹿 屋 市 飯 隈 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 短 期 入 所

フレンドリーホ 3368番地１ 光会 729番地６ ４ 月 １ 日 生 活 介 護

ームいいぐま

障害者支援施設 鹿 屋 市 有 武 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 短 期 入 所

桜町学園 855番地３ 光会 729番地６ ４ 月 １ 日 生 活 介 護

福祉用具いちか 摩川内市横馬 ジャンゴ合同会 摩川内市横馬 笠毛伸一郎 令 和 ４ 年 福 祉 用 具

場町５－６ 社 場町５－６ ４ 月 １ 日 貸 与

福祉用具いちか 摩川内市横馬 ジャンゴ合同会 摩川内市横馬 笠毛伸一郎 令 和 ４ 年 特 定 福 祉

場町５－６ 社 場町５－６ ４ 月 １ 日 用 具 販 売

鹿児島県告示第513号

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５の規定により，指定介護予防サービス事業

者から次のとおり廃止の届出があった。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 所 指定介護予防サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

訪問看護ステー 日置市伊集院町 株式会社友助会 日置市吹上町花 大知 佑介 令 和 ４ 年 介 護 予 防

ションラポル 徳重三丁目３－ 熟里225大福第 ３月31日 訪 問 看 護

15－１ ６ビル１階

介護付有料老人 霧島市霧島田口 社会福祉法人恵 宮崎県都城市太 坂元 一久 令 和 ４ 年 介 護 予 防

ホームサンライ 577番地１ 愛会 郎坊町563番地 ３月31日 特 定 施 設

ズ霧島 １ 入 居 者 生

活 介 護

鹿児島県告示第514号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定により，次のとおり指定介護

予防サービス事業者として指定した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

訪問看護ステー 摩川内市隈之 合同会社リライ 摩川内市永利 山下 竜介 令 和 ４ 年 介 護 予 防

ションワンオー 城町308番地３ ブルナーシング 町4134番地176 ４ 月 １ 日 訪 問 看 護
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ル

光秀訪問看護リ 大島郡伊仙町犬 株式会社ＩＦＣ 大島郡伊仙町犬 原 光広 令 和 ４ 年 介 護 予 防

ハビリステーシ 田布405番地２ Ｌａｂｏ 田布405番地２ ４ 月 １ 日 訪 問 看 護

ョン

障害者支援施設 鹿 屋 市 海 道 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 介 護 予 防

和光学園 156番地 光会 729番地６ ４ 月 １ 日 短 期 入 所

生 活 介 護

障害者支援施設 鹿 屋 市 飯 隈 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 介 護 予 防

フレンドリーホ 3368番地１ 光会 729番地６ ４ 月 １ 日 短 期 入 所

ームいいぐま 生 活 介 護

障害者支援施設 鹿 屋 市 有 武 町 社会福祉法人愛 鹿 屋 市 海 道 町 指宿 興一 令 和 ４ 年 介 護 予 防

桜町学園 855番地３ 光会 729番地６ ４ 月 １ 日 短 期 入 所

生 活 介 護

福祉用具いちか 摩川内市横馬 ジャンゴ合同会 摩川内市横馬 笠毛伸一郎 令 和 ４ 年 介 護 予 防

場町５－６ 社 場町５－６ ４ 月 １ 日 福 祉 用 具

貸 与

福祉用具いちか 摩川内市横馬 ジャンゴ合同会 摩川内市横馬 笠毛伸一郎 令 和 ４ 年 特 定 介 護

場町５－６ 社 場町５－６ ４ 月 １ 日 予 防 福 祉

用 具 販 売

鹿児島県告示第515号

令和３年３月23日鹿児島県告示第379号で告示した公共測量の実施は，国土地理院長から中

止した旨の通知があった。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第516号

高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第29条の２第１項及び液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第38条の４の２第１項の規定により，

免状交付事務の一部を次のとおり高圧ガス保安協会に委託した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 委託に係る免状交付事務の内容

乙種化学責任者免状，乙種機械責任者免状，丙種化学（液化石油ガス）責任者免状，丙種

化学（特別試験科目）責任者免状，第二種冷凍機械責任者免状，第三種冷凍機械責任者免状，

第一種販売主任者免状，第二種販売主任者免状及び液化石油ガス設備士免状に係る次に掲げ

る事務に関すること。

 免状の交付申請書の配布，受付及び整理

 免状の再交付申請書の配布，受付及び整理

 免状の書換え申請書の配布，受付及び整理

 免状の作成及び送付

 前号に係る免状台帳の作成，保管及び整理

 その他前各号に掲げる事務に関連する事務

２ 委託に係る免状交付事務を処理する場所

東京都港区虎ノ門四丁目３番13号

高圧ガス保安協会本部

３ 委託期間

令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

北薩地域振興局告示第７号
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和４年６月10日

北薩地域振興局長 橘木宏幸

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

訪問介護かすみ 摩川内市脇 たしまエンター 摩川内市脇 田島 英敏 令 和 ４ 年 居 宅 介 護

町塔之原2654番 プライズ合同会 町塔之原2654番 ５月1 5日 ・ 重 度 訪

地１ 社 地１ 問 介 護

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

する工事は，完了した。

令和４年６月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

（２工区）

姶良市平松字岩下1822番の一部，1823番の一部，1840番１の一部，1840番３の一部，1840

番４の一部，1840番８の一部，1840番23の一部及び1843番１の一部並びに字城瀬3965番31の

一部

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

東京都台東区上野五丁目８番５号

イー・プレイス株式会社

代表取締役 富岡純一

監査委員告示第１号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第１項の規定による協議が調ったので，包

括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が

包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間を次のとおり告示する。

令和４年６月10日

鹿児島県監査委員 地頭所恵

同 大薗 豊

同 山田国治

同 上山貞茂

１ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏 名 住 所

西 達也 鹿児島市山下町12番１－1403号

工藤 篤 志布志市志布志町志布志606番地２

松枝 千鶴 鹿児島市柳町２番14－1202号

２ 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

令和４年７月１日から令和５年３月31日まで

令和４年３月31日付け鹿児島県公報号外中次のとおり誤りがあったので訂正する。

公 告

監 査 委 員 告 示

正 誤
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ページ 訂正箇所 誤 正

４ 上から14行目 令和２年鹿児島県税条例第 令和２年鹿児島県条例第39

39号 号


